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①
老
年
者
控
除
の
廃
止

（
所
得
税
・
市
県
民
税
）

　

年
齢
65
歳
以
上
か
つ
合
計
所
得

金
額
１
千
万
円
以
下
の
方
に
適
用

さ
れ
て
い
る
老
年
者
控
除
（
所
得

税
50
万
円
、
市
県
民
税
48
万
円
）

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

※
そ
れ
に
伴
い
、
老
年
者
の
方
に

寡
婦
・
寡
夫
控
除
が
適
用
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
老
年
者
非
課
税
措
置
の

　
見
直
し
（
市
県
民
税
）

　

年
齢
65
歳
以
上
で
合
計
所
得
金

額
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
適
用

さ
れ
て
い
る
老
年
者
非
課
税
措
置

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
昭
和
15
年
１
月
２
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
合
計
所
得

金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
段
階
的

に
廃
止
さ
れ
ま
す
。
⑥
県
民
緑
税

は
全
額
課
税
で
す
。

▼
18
年
度　

市
県
民
税
額
の
３
分

の
１
を
課
税

▼
19
年
度　

市
県
民
税
額
の
３
分

の
２
を
課
税

▼
20
年
度
以
降　

全
額
課
税

※
65
歳
以
上
の
方
で
も
、
そ
の
他

非
課
税
要
件
（
寡
婦
・
寡
夫
、

障
害
者
）
に
つ
い
て
は
適
用
で

き
ま
す
（
申
告
必
要
）。

③
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

（
所
得
税
・
市
県
民
税
）

　

年
齢
65
歳
以
上
の
方
の
公
的
年

金
に
つ
い
て
、
収
入
か
ら
所
得
を

算
出
す
る
と
き
に
使
う
控
除
額
の

計
算
式
が
下
記
の
と
お
り
に
改
正

さ
れ
ま
す
。
な
お
、
65
歳
未
満
の

方
に
つ
い
て
は
変
更
あ
り
ま
せ

ん
。

④
定
率
減
税
の
半
減

（
所
得
税
・
市
県
民
税
）

　

平
成
11
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て

い
た
定
率
減
税
（
20
％
、
上
限
25
万

円
）
が
次
の
と
お
り
見
直
さ
れ
ま
す
。

▼
所
得
税　

平
成
18
年
分
か
ら

所
得
税
額
の
10
％
（
上
限

12
万
５
千
円
）
の
減
税

※
17
年
分
所
得
の
申
告
で
は
、
定

率
減
税
20
％
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
市
県
民
税　

平
成
18
年
度
か
ら

市
県
民
税
の
７
・
５
％
（
上
限

２
万
円
）
の
減
税

⑤
個
人
市
県
民
税
均
等
割

　
（
市
県
民
税
）

▼
16
年
度　

生
計
同
一
の
夫
が
均

等
割
を
課
税
さ
れ
て
い
る
場

合
、
妻
は
均
等
割
非
課
税

▼
17
年
度　

生
計
同
一
の
夫
が
均

等
割
を
課
税
さ
れ
て
い
る
場

合
、
妻
は
均
等
割
２
分
の
１
課

税
（
市
均
等
割
１
千
５
百
円
、

県
均
等
割
５
百
円
、
合
計
２
千

円
課
税
）

▼
18
年
度
以
降　

均
等
割
全
額
課

税
（
市
均
等
割
３
千
円
、
県

均
等
割
１
千
８
百
円
、
合
計

４
千
８
百
円
課
税
）

※
平
成
18
年
度
か
ら
⑥
県
民
緑
税

が
県
民
税
均
等
割
に
加
算
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
合
計
所
得
金
額
が

均
等
割
非
課
税
範
囲
内
で
あ
る
方

は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑥
県
民
緑
税
の
創
設

（
市
県
民
税
）

　

兵
庫
県
で
は
、「
緑
の
保
全
・

再
生
に
関
す
る
事
業
」
を
進
め
て

い
く
た
め
に
平
成
18
年
度
か
ら
平

成
22
年
度
ま
で
「
県
民
緑
税
」
を

導
入
し
ま
す
。

　

県
民
緑
税
は
、
県
民
税
均
等
割

の
額
に
８
百
円
を
加
算
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

納
税
義
務
者
は
、
県
内
に
住
所

を
有
す
る
個
人
で
、
均
等
割
の
納

税
義
務
を
負
う
方
で
す
。

税制改正について

7 6

〜
老
年
者
控
除
の
廃
止
、
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
な
ど
〜

平
成
18
年
度
実
施
の
税
制
改
正
に
つ
い
て

広報 

問い合わせ
■所得税について
洲本税務署
☎２４－１２１２

■市県民税について
市役所税務課
☎４３－５０２２

　

こ
れ
か
ら
の
少
子
高
齢
化
社
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
世
代
間
で
の
税

負
担
の
格
差
を
縮
め
、
広
く
公
平
に
所
得
に
応
じ
て
負
担
を
分
か
ち
合

う
税
制
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
平
成
18
年
度
か
ら
実
施
の
税
制
改
正
で
は
、
主
に
65
歳

以
上
の
方
に
か
か
る
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て

は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
改
正
は
地
方
税
法
、
所
得
税
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
変
更
で
す
の
で
、
南
あ
わ
じ
市
だ
け
変
更
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
⑥
は
兵
庫
県
独
自
の
制
度
で
す
。

公的年金等収入額 公的年金控除額

改

正

前

260万円以下 140万円
260万円超　460万円以下 収入金額×25％＋  75 万円
460万円超　820万円以下 収入金額×15％＋ 121万円
820万円超 収入金額×  5％＋ 203万円

改

正

後

330万円以下 120万円
330万円超　410万円以下 収入金額×25％＋  37 万 5千円
410万円超　770万円以下 収入金額×15％＋  78 万 5千円
770万円超 収入金額×  5％＋ 155万 5千円

■公的年金等控除額の計算式（65歳以上）

【
参
考
１
】

所
得
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方

　

合
計
所
得
金
額
が
所
得
か
ら
控
除

さ
れ
る
金
額
よ
り
少
な
く
な
る
方
。

【
参
考
２
】

市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、
市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る
方

▼
未
成
年
・
障
害
者
・
寡
婦
・
寡
夫

に
該
当
す
る
方
で
、
合
計
所
得

金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方　

（
申
告
必
要
）

※
た
だ
し
、
退
職
所
得
に
対
す
る
分

　

離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
除
く

▼
控
除
前
の
所
得
が
、
左
記
以
下
に

な
る
場
合

①
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
親

族
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
場
合

は
、
28
万
円

②
控
除
対
象
配
偶
者
も
し
く
は
扶
養

親
族
を
有
す
場
合
は
、
28
万
円
×

（
控
除
対
象
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

数
＋
本
人
）
＋
17
万
６
千
円

改正前後の所得税・市県民税の計算例
注）所得税はその年の所得に対して課税されますが、市県民税は前年の所得に対して課税します。
　　18年度の市県民税は17年１月１日～12月31日までの所得によって算出されます。

市･県民税４期
納期限は１月３１日（火）です。
自主納付の方は、忘れずに納めてく
ださい。口座振替の方は、預金残高
をご確認ください。
　納税には口座振替が安心便利で
す。お申し込みは市役所総合窓口、
または島内金融機関窓口で！

　問税務課　☎４３－５０２２

  【事例】　非課税から課税になる場合
　Aさん（69歳、昭和 11年 11月 11日生）
　・収入　年金収入２４０万円
　・控除　妻 64歳、社会保険料 20万円

16年中
所得税

17年度
市県民税

17年中
所得税

18年度
市県民税

所

得

年金収入① 240万円 240万円

公的年金控除額② 140 万円 120万円
雑所得（①－②）Ａ 100 万円 120万円

控

除

社会保険料 20万円 20万円

配偶者控除 38万円 33万円 38万円 33万円

老年者控除 50 万円 48万円 0円 0円
基礎控除 38万円 33万円 38万円 33万円

控除合計Ｂ 146万円 134万円 96万円 86万円

課税標準額 0円 0円 24万円 34万円

税額（年額）
※課税標準額より算定

0円 0円 19,200円

7,200円
経過措置によ
り20,500円
の1/3を課税

均等割額 ― 0円 ― 4,800 円

所得割額 ― 0円 ― 15,700 円

備　考 非課税 課　税

所得税
　公的年金控除額の見直しにより所得が２０万円増
え、老年者控除の廃止により控除額が５０万円下がっ
たため、課税となる。

市県民税

　同様に、所得が２０万円増え、控除が４８万円下が
る。ただし合計所得が１２５万円以下なので市県民税
は経過措置により１８年度は 1/3 に軽減される。（県
民緑税８００円は経過措置対象外）
　この場合、本人が障害者・寡婦・寡夫の場合は、申
告すると非課税になる。

～解説～

  【事例】　税額が増加する場合
　Ｃさん（67歳、昭和 13年 11月 13日生）
　・収入　年金収入３００万円
　・控除　妻 68歳、社会保険料 30万円

16年中
所得税

17年度
市県民税

17年中
所得税

18年度
市県民税

所

得

年金収入① 300万円 300万円

公的年金控除額② 150 万円 120万円
雑所得（①－②）Ａ 150 万円 180万円

控

除

社会保険料 30万円 30万円

配偶者控除 38万円 33万円 38万円 33万円

老年者控除 50 万円 48万円 0円 0円
基礎控除 38万円 33万円 38万円 33万円

控除合計Ｂ 156万円 144万円 106万円 96万円

課税標準額 0円 6万円 74万円 84万円

税額（年額）
※課税標準額より算定

0円 6,500円 59,200円 43,600円

均等割額 ― 4,000円 ― 4,800 円

所得割額 ― 2,500円 ― 38,800 円

備　考 非課税 課税 課　税

  【事例】　非課税から全額課税になる場合
　Ｂさん（68歳、昭和 12年 11月 12日生）
　・収入　年金収入２５０万円
　・控除　妻 66歳、社会保険料 20万円

16年中
所得税

17年度
市県民税

17年中
所得税

18年度
市県民税

所

得

年金収入① 250万円 250万円

公的年金控除額② 140 万円 120万円
雑所得（①－②）Ａ 110 万円 130万円

控

除

社会保険料 20万円 20万円

配偶者控除 38万円 33万円 38万円 33万円

老年者控除 50 万円 48万円 0円 0円
基礎控除 38万円 33万円 38万円 33万円

控除合計Ｂ 146万円 134万円 96万円 86万円

課税標準額 0円 0円 34万円 44万円

税額（年額）
※課税標準額より算定

0円 0円 27,200円 25,100円

均等割額 ― 0円 ― 4,800 円

所得割額 ― 0円 ― 20,300 円

備　考 非課税 全額課税

所得税
　公的年金控除額の見直しにより所得が２０万円増
え、老年者控除の廃止により控除額が５０万円下がっ
たため、課税となる。

市県民税
　同様に、所得が２０万円増え、控除が４８万円下が
る。合計所得が１２５万円を超えるので、経過措置は
受けることができない。

～解説～

所得税
　公的年金控除額の見直しにより所得が３０万円増
え、老年者控除の廃止により控除額が５０万円下がっ
たため、課税額が増加する。

市県民税

　同様に、所得が３０万円増え、控除が４８万円下が
る。合計所得が１２５万円を超えるので、経過措置は
受けることができない。
　さらに定率減税の引き下げや県民緑税の増加も影響
している。

～解説～


